
【参考：２月２８日の記者発表資料】 

平成１８年 ２月２８日 

 

 

明日（3 月 1 日）より焼却灰の搬出を開始します 

～富山市庵谷地区の（仮称）庵谷橋施工予定地、焼却灰を処分～ 

 

問い合わせ先：                   

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 

 調査第二課長  信太 啓貴 

ＴＥＬ：(076)424-9786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○富山河川国道事務所で整備を進めている地域高規格道路富山高山連絡道路（一般国道４１号）の猪谷

楡原道路のうち、神通川を渡河する（仮称）庵谷橋施工予定地において、平成１７年１０月に焼却灰が

発見され工事を中止しています。 

○その後の調査で、焼却灰からダイオキシン類が検出されたことから、関係機関（国土交通省、富山市、

北陸電力）が協力して搬出・処分することとしております。 

○この度、焼却灰約 2,000 ㎥（うち国土交通省分約 1,500 ㎥）を搬出する準備が整ったことから、明日３月 1

日（水）より最終処分場への搬出作業を開始します。 

○搬出作業にあたっては、焼却灰の飛散流出防止に万全を期すとともに、周辺環境への影響を確認する

ための環境調査も実施します。 

○なお、搬出作業は４月上旬までかかることから当該工事（庵谷橋アーチ橋工事）の中止期間を４月上旬

まで延長します 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図（富山市庵谷地先） 
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